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 別紙 

 

みなかみ町議会委員会条例の一部を改正する条例 

みなかみ町議会委員会条例（平成17年みなかみ町条例第235号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第１号を次のように改める。 

(1) 総務文教厚生常任委員会 ７人 

ア 総務課の所管に関する事項 

イ 財政課の所管に関する事項 

ウ 企画課の所管に関する事項 

エ 税務課の所管に関する事項 

オ 会計課の所管に関する事項 

カ 住民課の所管に関する事項 

キ 介護福祉課の所管に関する事項 

ク 健康推進課の所管に関する事項 

ケ 子育て支援課の所管に関する事項 

コ 教育委員会の所管に関する事項 

サ 他の常任委員会の所管に属さない事項 

 第２条第２号中「生活環境」を「建設」に改め、同号中アを削り、イをアとし、ウから

オまでをイからエまでとする。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第２条第２号の改正規定（「生

活環境」を「建設」に改める部分に限る。）は、この条例の施行の日以後に初めてその期

日を告示される一般選挙により選挙されるみなかみ町議会議員の任期が始まる日から施行

する。 



みなかみ町議会委員会条例新旧対照表 

現行 改正案 備考 

（常任委員会の名称、委員定数及びその所管） （常任委員会の名称、委員定数及びその所管）  

第２条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとす

る。 

第２条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとす

る。 

 

(1) 総務文教厚生常任委員会 ７人 (1) 総務文教厚生常任委員会 ７人  

ア 総務課の所管に関する事項 ア 総務課の所管に関する事項  

イ 財政課の所管に関する事項 イ 財政課の所管に関する事項  

ウ 企画課の所管に関する事項 ウ 企画課の所管に関する事項  

エ 税務会計課の所管に関する事項 エ 税務    課の所管に関する事項  

（新設） オ 会計課の所管に関する事項  

オ 町民福祉課の所管に関する事項 カ 住民課  の所管に関する事項  

（新設） キ 介護福祉課の所管に関する事項  

カ 子育て健康課の所管に関する事項 ク 健康推進課  の所管に関する事項  

（新設） ケ 子育て支援課の所管に関する事項  

キ 教育委員会の所管に関する事項 コ 教育委員会の所管に関する事項  

ク 他の常任委員会の所管に属さない事項 サ 他の常任委員会の所管に属さない事項  

(2) 産業観光生活環境常任委員会 ７人 (2) 産業観光建設  常任委員会 ７人  

ア 環境課の所管に関する事項 （削除）  

イ 上下水道課の所管に関する事項 ア 上下水道課の所管に関する事項  

ウ 農林課の所管に関する事項 イ 農林課の所管に関する事項  



みなかみ町議会委員会条例新旧対照表 

現行 改正案 備考 

エ 観光商工課の所管に関する事項 ウ 観光商工課の所管に関する事項  

オ 地域整備課の所管に関する事項 エ 地域整備課の所管に関する事項 

 

 

 


